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「第４期川崎市男女平等推進行動計画」新旧対照表 

意見
番号

修正
箇所

修正後 修正前

18 P.29 （性同一性障害 16）

16 「性同一性障害者の性別の取扱いの

特例に関する法律」では、性同一性障害

者について「生物学的には性別が明らか

であるにもかかわらず、心理的にはそれ

とは別の性別（以下「他の性別」という。）

であるとの持続的な確信を持ち、かつ、

自己を身体的及び社会的に他の性別に

適合させようとする意思を有する者で

あって、そのことについてその診断を的

確に行うために必要な知識及び経験を

有する二人以上の医師の一般に認めら

れている医学的知見に基づき行う診断

が一致しているもの」と定めていること

から、生物学的な性別が明らかである

が、心理的には他の性別であるといった

状態をいう。

（性同一性障害 16）

16 生物学的な性と人格的な性が一致

せず、そのことに苦しんでいる状態を

いう。「性同一性障害者の性別の取扱い

の特例に関する法律」は「生物学的に

は性別が明らかであるにもかかわら

ず、心理的にはそれとは別の性別であ

るとの持続的な確信を持ち、かつ、自

己を身体的及び社会的に他の性別に適

合させようとする意思を有する者であ

って、そのことについてその診断を的

確に行うために必要な知識及び経験を

有する二人以上の医師の一般に認めら

れている医学的知見に基づき行う診断

が一致しているもの」と定めている。

資料２



川崎市男女平等推進
行動計画

★

川崎市

平成30（ 2018）年3 月

第４ 期

女性も男性も全ての個人が、 互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、 性別にかかわりなく 、 その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画

社会としての「 男女平等のまち・ かわさき」の実現をめざして、 第４期川崎市

男女平等推進行動計画を策定し、 男女平等施策を計画的かつ総合的に推進し

ていきます。

計画期間： 平成30（ 2018）年度～平成33（ 2021）年度

◎「 男女平等」とは、性別による差別を受けることなく 人権が尊重されることであり、その達成をめざす
手法として、「 男女共同参画社会の実現」を位置付けています。

概 要 版
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・ ・ 龻・ ・・ ・

今後の少子高齢化の更なる進展、生産年齢人口の

減少などの変化に伴い、社会の活力が低下すること

が懸念されています。

・ 女性の・ ・ ・ ・

・女性の年齢階級別労働力率は、結婚・出産・育児

期にあたる年代で低下し、育児が落ちついた時期

に再び上昇する「Ｍ字カーブ」を描き、Ｍ字の底の

数値は、全国より低い状況です。

グローバル化や「働き方改革」の推進などの変化を

的確に捉え、多様なニーズや産業競争の激化に対応

していくため、女性の視点も含めた多様な価値観の

導入が必要です。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・男女ともに「仕事と家庭生活をともに優先する」ワーク・ライフ・バランスのとれた生活を希望する人の割合が

高いが、現実は、女性では「家庭生活優先」、男性では「仕事優先」になっている人の割合が高くなっています。

・平日に家事・育児等に費やす平均時間は女性が5時間3分、男性が1時間30分と、男性の参加が十分で

ない状況です。（平成26（2014）年かわさきの男女共同参画に関するアンケート結果）

・「社会全体」で男女平等と感じている人の割合は低

いのが現状です。

・固定的な性別役割分担意識は、薄れてきてはいる

ものの依然として残っており、特に男性に残って

いる傾向が見られます。

　（平成26（2014）年かわさきの男女共同参画に関するアンケート結果）

人・ ・ ・ ・ ・ ・ の・ ・

・龻 と・ ・ を・ り ・ く ・ ・

男女平等に・ する・ ・ の・ ・

・ を・ り ・ く ・ ・ の・ ・

川崎市の・ ・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・ 平成27（2015）年8月成立

地域の特性を踏まえ、女性の職業生活におけ

る活躍に関する取組を主体的に推進することが

求められています。

・・・・・・・・・・・・・・・
平成27（2015）年12月策定

　「あらゆる分野における女性の活躍」や「安全・

安心な暮らしの実現」が視点として強調されてい

ます。

（資料）平成27（2015）年国勢調査
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（資料）平成26（2014）年かわさきの男女共同参画に関するアンケート

男女の地位の平等感（ 川崎市）
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無回答
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「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
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（ n=445 ※） nは回答者数を表す
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無回答

「家庭生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

（ n=271 ※） nは回答者数を表す

（資料）平成26（2014）年かわさきの男女共同参画に関するアンケート

生活優先度の希望と現実（ 川崎市）
・ ・（ 20～・・龸） ・ ・（ 20～・・龸）
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・ ・

・ ・ ・ ・ ・ と・ ・ ・ ・ ・ な・ の・ ・ ・ ・ の・ ・

女性の労働力率が結婚・出産・育児期に低下するＭ字カーブを描いており、また・ 間・ 業時間60時

間・ 上の・ ・ ・ 割合やアンケート調査結果から、男女ともにワーク・ライフ・バランスの実現が・ しい

状況が・かがえます。

今後も、少子高齢化が進・、育児と・ ・ を同時に担・こと（いわゆる「・ブル・ケア」）などにより、

男女ともに時間的・ ・のある労働・の・ 加が見まれることから、仕事と育児・・ ・ 等の家庭生活の・

立を・ ・ とする・ ・ ・くりが必要です。

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策3、・ ・ ・・ ・策5

・ ・ ・ ・ ・ に・ ・ る女性の力の十分な発揮

25・54・の女性・ 業・ の6割・ 上が・ 業を希望している・ 方で、

・業希望・における・ 求職・の割合も高くなっています。

・業を希望しながらも・ 業していない女性が多い現状に対しては、

女性の力が・ ・ 化している状況等を踏まえた多様な・ 業 ・ の取組

が必要です。

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策6

・ ・ ・ に・ ・ る女性・ ・ に・ ・ ・ ・ ・ の推進

　「・ ・𠃌労働状況実・ 調査」によると、ワーク・ライフ・バランスの取組を・ っている・業は・ 65・です。

女性の職業生活における活躍を推進するためには、活躍の・の・ ・ 主体である・ 業において・ ・ 的か

つ主体的に取り組まれることが・ ・ ・ です。

・ ・𠃌においては、・・・・ 上が・ 業・ 300人・ ・ の事業・ であるため・、・ 業の取組、特に・ ・ ・ 業

における取組を・ 進していくための・ 体的な ・ 等が求められます。

・平成26（2014）年・ ・ ・ン・ス・ ・ 調査結果。・業・ 数300人・ 上の事業・は全体の0・4・

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策7

・ 市・ ・ に・ ・ る男女共同参画の推進

・ ・𠃌において女性活躍や働き方改革を進め、男女共同参画社会を実現するために、ま・𠃌役・にお

ける取組が必要です。・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策4・5

・ 男女平等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ について

の・ ・ の推進

・社会のあらゆる分野における活・ に参画する・ 会にかかる

男女間の・ ・ の改・ に向け、必要な・ ・ で、男女い・れか
・ 方に対し・ 会を・ ・ 的に・ ・すること

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策1

・ 男女で・ ・ ・ ・ ・ ・ が・ なる・ 合が・ る・ と

を・ ・ し・ 施策の推進

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策・・10

・ 男女平等・ 人権・ ・ に・ する・ ・ ・ ・ の・ 実

と・ ・

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ する・ ・ ・ ・ ・ の・ ・

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策2

・ ・ 𠂇分・ に・ ・ る女性の参画

・・・期・ ・ ・ 画・の・ ・・・ ・ ・・ ・策8

・ ・ ・・ ・・・・・ ・ ・ ・ ・ 画・・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ ・・ ・

・ ・ ・ ・ ・ 画・・ ・ ・・ ・・・ ・・ ・ ・・・

・・希望・

62.0%

非・・希望・

38.3%

・職・

33.4%

非・職・

65.8%

・・・ ・・女・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

希望・ ・ ・ ・ 希望・ ・ （ 川崎市）

・・・ ・・女・ ・ ・

希望・ ・ ・（ 川崎市）

（資料）平成24（2012）年・ 業・ ・ ・ ・ 調査
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（1）人・ ・ 育・・ ・の推進
（2）男女共同参画に関する生・ ・ ・ の推進
（3）・ ・ ・ ・ 育・・ ・ ・ 育における男女共同参画に関する・ 育の推進
（4）・ ・の・ ・ を見・ した ・ ・ 成や社会参画の・ 進
（5）・・・ア・・・ラ・ーの向上と男女共同参画の視点に立った・ ・・・ ・ の推進
（6）𠃌職・の意識改革
（7）男女平等推進のための・ ・の実 ・ び・ ・

（8）男女平等や人・ ・ ・ に関する・ ・ 事業の推進
（・）・・ス・・・ク・バイ・・ンスの・と・ ・ ・ ・ の推進
（10）さま・まな・ラス・ントの・と・ ・ ・ ・ の推進
（11）性・力や・ ・ ・ などの・ ・ に向けた策の推進

（12）男性にとっての男女共同参画の意・についての・ ・ の・ 進
（13）家事・子育て・・ ・ 等家庭生活における男性の主体的な参画の・ 進
（14）男女共同参画の視点に立った家庭・ 育の推進

（15）・ ・ 会等の𠃌の・ 策・方・ ・ 定・ ・ ・の女性の参画の推進
（16）女性職・の職域・ ・、・ 力向上と・ ・ の推進
（17）・ 業や𠃌の関・ ・ 体等における女性職・ ・ ・ 等の取組の・ 進

（18）子育て ・ 策の・ 実と・ 育・ー・ス、・ ・ 後児・ 対策の・ 実
（1・）高齢・ ・・ー・スの・ 実と・ ・ の・ 進
（20）育児・・ ・ ・ 業・ ・ などの定・ と・ ・ の・ 進
（21）・ 時間労働の・ ・ 等の働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進
（22）仕事と生活の・ 立に向けた・ ・ ・ ・くり
（23）𠃌役・におけるワーク・ライフ・バランスの推進

（24）働く女性の・ 業・ ・ と・・・アア・・ ・
（25）女性の参画分野の・ ・ ・
（26）多様な・ 業ニーズに対応した・ 業 ・
（27）・ ・の主体となる女性の育成・ ・
（28）職・における男女共同参画に関する・ ・の・ 進
（2・）多様な・ ・ を・ ・ とする・ 育・・ ・ ・ 会の・ ・

（30）女性の活躍推進に向けた・ 業・の・ ・
（31）・ 業の女性活躍推進に関する取組の ・
（32）・ ・の分野における男女の均等な・ 会と・ ・ の確・ ・ び多様な・ ・ の・ ・

（33）地域活・における男女共同参画の・ 進
（34）男女共同参画・ン・ーの取組の推進
（35）地域活・における方・ ・ 定・ ・ ・の女性の参画・ 進
（36）男性が地域活・に参画できる・ ・ ・くり
（37）地域における子どもの ・ ・ 成や社会参画の・ 進
（38）・ ・ 分野における男女共同参画の推進と女性の参画・ ・

（3・）高齢・が安心して暮ら・る・ ・ ・ ・ と社会参加・の ・
（40）・ ・ ・ が安心して暮ら・る・ ・ ・ ・ と立した生活・び社会参加・の ・
（41）・ 国人 ・𠃌 に対する ・ の・実と暮らしやすさに・ ・ したまち・くりの推進
（42）・とり・ 家庭に対する ・ の・ 実と立の・ 進
（43）・等生活上の ・ に・ ・ する女性等・の ・
（44）ニートなどの状・にある・ ・ に対する・ 労・立の・進
（45）性的・イ・・・・の人・の人・ ・ ・ に向けた取組の推進

（46）生・を・ じた男女の・ ・の・ ・ 進対策の推進
（47）・ ・・出産などに関する・ ・ ・
（48）性・ ・ ・ の推進
（4・）性と生・に関する・ ・ ・・ ・ に関する・ ・ の推進
（50）・ ・ をおびやかす・ ・ についての・ しい・ 識の・ ・ ・ ・ の推進
（51）ここ・と体の・ ・ に関する・ ・ 事業の推進

施 策

女
性
活
躍
推
進
計
画

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

男女の人・ ・ ・ ・ び家庭・・育

における男女共同参画の推進

働く・ における

男女共同参画の推進

地域でいきいきと暮らすため

の男女共同参画の推進

・男女共同参画の・ ・の・ 進

・女性に対するあらゆる・ 力の・と

・ ・ ・ ・の ・

・家庭生活・の男性の参画・ 進

・・策・方・の立・ ・び・ 定・の

女性の参画・ ・

・男女の仕事と生活の調・（ワーク・

ライフ・バランス）の実現に向けた

・ ・ ・くり

・働く女性・働きたい女性・の・ 業等

・

・・業における女性活躍に向けた取組

の・進

・地域における男女共同参画の推進

・さま・まな ・ な状況にある女性等

が安心して暮ら・る・ ・ の・ ・

10  生・ を・ じた・ ・ ・

目 標 基本施策
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・ ・ ・・ ・ ・・・・

・ 画の点・・・ 価については、事業の進・ 状況についての・ ・ ・ ・ び・ ・ ・ ・（）・ 男女共同

参画推進・からの・ ・ と、・ ・ 会での・ 価結果を、年 ・ ・ ・ としてまとめ、・ ・ します。

また、・ ・ 画を・ 実に推進していくため、数値・ ・ を・ 定しています。

・ ・・事業・ ・・ 現状値・年・・ ・ ・ 値・・ ・ 年・・

男女が平等になっていると・ ・𠃌 の割合
28・7・・

・平成28（2016）年・・
33・・上

・平成33（2021）年・・

・ ・ 会等・ ・ に・める女性の割合・38・
31・・・

・平成2・（2017）年・・
40・

・平成33（2021）年・・

女性・ ・ ・ロの・ ・ 会等をなくす・3・・
24

・平成2・（2017）年・・
0

・平成33（2021）年・・

𠃌役・ ・ ・ 級職・ に・める女性の割合・42・
23・3・

・平成2・（2017）年・・
30・

・平成33（2021）年・・

ワーク・ライフ・バランスの取組を・ っている事業・
割合・62・

65・6・
・平成2・（2017）年・・

75・・ 上
・平成33（2021）年・・

・ ・ ・ が出産した𠃌役・ 職・ に・ める育児・ 業取・ ・
割合・66・

3・7・
・平成28（2016）年・・

10・
・平成33（2021）年・・

・業に関する・合・ ・ ・ 口「・・・ア・・ートかわさき」
における女性年間・職・ 定・ 数・72・

236人
・平成28（2016）年・・

275人・ 上
・平成33（2021）年・・

・・・・・

・・・・

・平成28（2016）年・実 ・ ・ ・𠃌 合・ 画に関する ・𠃌 アンケート結果

人権・男女共同参画室

人権・ 男女共同参画推進連絡会議

人権・ 男女共同参画推進連絡会議幹事会

男女平等施策推進部会

附属機関

男女平等推進審議会

条例第17 条に基づき設置

市民、事業者、関係団体の
代表者、学識経験者で構成

川崎市

諮問

答申

男女共同参画センター

（ すく らむ21）

市民、市民活動団体、事業者

かわさき男女共同参画ネットワーク

（ すく らむネット21）

連携
・
協働

庁内推進体制

進捗状況報告

点検・ 評価

　産業、教育、地域等のさまざまな分野で活動

する民間団体等が、地域社会の一員として「 身

の回りから」 男女共同参画を推進することを目

的として活動しています。（ 加盟団体数44 団体）

　市長の諮問に応じて、市の男女平等施策に関

する事項について調査・審議する附属機関です。

また、行動計画に基づく事業の進捗について点

検・ 評価等を行います。

各局本部（ 室） 区
男女共同参画推進員

6



・ ・・ 川崎市男女平等・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

平・ ・・（ ・・・・）年・・

川崎市市・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 男女・ ・ ・ ・ ・

・ ・・・・・・・・ 川崎市川崎・ ・ ・ ・ ・ ・・・ 地・

川崎・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・階

・ ・ ・・・・・・・・・・・・

・・・ ・・・・・・・・・・・・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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